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検査料の点数の取扱いについて 

 

 

標記について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（平

成 30 年３月５日付け保医発 0305 第１号）を下記のとおり改正し、令和元年 11 月１日から

適用するので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いいたしま

す。 

 

 

記 

 

 

別添１第２章第３部第１節第１款Ｄ０２３中(25)を(26)とし、(５)から(24)を１ずつ繰り

下げ、(４)の次に次のように加える。 

(５) ウイルス・細菌核酸多項目同時検出 

ア ウイルス・細菌核酸多項目同時検出は、区分番号「Ｄ０１２」感染症免疫学的検

査の「23」インフルエンザウイルス抗原定性及び「26」Ｄ－アラビニトール、クラ

ミドフィラ・ニューモニエＩｇＭ抗体、クラミジア・トラコマチス抗原定性並びに

区分番号「Ｄ０２３」微生物核酸同定・定量検査の「６」マイコプラズマ核酸検出

及び「８」ＨＣＶ核酸検出、ＨＰＶ核酸検出、ＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタイプ

判定）、百日咳菌核酸検出の所定点数を合算した点数を準用して算定する。 



  この際、別に実施した以下の各病原微生物に係る抗原、抗体及び核酸検出検査（定

性及び定量を問わない。）については別に算定できない。 

  インフルエンザウイルス、パラインフルエンザウイルス、ヒトメタニューモウイ

ルス、アデノウイルス、ＲＳウイルス、マイコプラズマ・ニューモニエ、クラミジ

ア・ニューモニエ、百日咳菌 

  なお、区分番号「Ｄ０２６」検体検査判断料を算定する場合は、「６」微生物学

的検査判断料の所定点数を算定できる。 

イ 本検査は、マイクロアレイ法（定性）により、鼻腔咽頭拭い液中のインフルエン

ザウイルス、コロナウイルス、パラインフルエンザウイルス、ヒトメタニューモウ

イルス、アデノウイルス、ＲＳウイルス、ヒトライノウイルス／エンテロウイルス、

マイコプラズマ・ニューモニエ、クラミジア・ニューモニエ及び百日咳菌の核酸検

出を同時に行った場合に算定する。 

ウ 本検査は、区分番号「Ａ３００」救命救急入院料、区分番号「Ａ３０１」 特定

集中治療室管理料、区分番号「Ａ３０１－４」小児特定集中治療室管理料、区分番

号「Ａ３０２」新生児特定集中治療室管理料又は区分番号「Ａ３０３」総合周産期

特定集中治療室管理料の「２」新生児集中治療室管理料を算定する患者であって、

重症呼吸器感染症と診断した、又は疑われる場合に、病原微生物の検索のために使

用した場合は１回に限り算定できる。なお、検査を実施した年月日を診療報酬明細

書の摘要欄に記載すること。 

エ 本検査は、感染症に係る診療を専ら担当する常勤の医師（専ら感染症に係る診療

の経験を５年以上有するものに限る。）が１名以上又は臨床検査を専ら担当する常

勤の医師（専ら臨床検査を担当した経験を５年以上有するものに限る。）が１名以

上配置されている保険医療機関に限り行うこと。なお、臨床検査を専ら担当する医

師とは、勤務時間の大部分において検体検査結果の判断の補助を行うとともに、検

体検査全般の管理・運営並びに院内検査に用いる検査機器及び試薬の管理について

も携わる者をいう。 



（参考：新旧対照表） 

 

◎「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（平成 30年３月５日付け保医発 0305 第１号） 

改 正 後 現 行 

別添１ 

医科診療報酬点数表に関する事項 

 

第２章 特掲診療料 

第３部 検査 

第１節 検体検査料 

第１款 検体検査実施料 

 

Ｄ０２３ 微生物核酸同定・定量検査 

(１)～(４) (略) 

(５)  ウイルス・細菌核酸多項目同時検出 

  ア ウイルス・細菌核酸多項目同時検出は、区分番号「Ｄ０

１２」感染症免疫学的検査の「23」インフルエンザウイル

ス抗原定性及び「26」Ｄ－アラビニトール、クラミドフィ

ラ・ニューモニエＩｇＭ抗体、クラミジア・トラコマチス

抗原定性並びに区分番号「Ｄ０２３」微生物核酸同定・定

量検査の「６」マイコプラズマ核酸検出及び「８」ＨＣＶ

核酸検出、ＨＰＶ核酸検出、ＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノ

タイプ判定）、百日咳菌核酸検出の所定点数を合算した点数

を準用して算定する。 

    この際、別に実施した以下の各病原微生物に係る抗原、

抗体及び核酸検出検査（定性及び定量を問わない。）につい

ては別に算定できない。 

    インフルエンザウイルス、パラインフルエンザウイルス、

ヒトメタニューモウイルス、アデノウイルス、ＲＳウイル

別添１ 

医科診療報酬点数表に関する事項 

 

第２章 特掲診療料 

第３部 検査 

第１節 検体検査料 

第１款 検体検査実施料 

 

Ｄ０２３ 微生物核酸同定・定量検査 

(１)～(４) (略) 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ス、マイコプラズマ・ニューモニエ、クラミジア・ニュー

モニエ、百日咳菌 

    なお、区分番号「Ｄ０２６」検体検査判断料を算定する

場合は、「６」微生物学的検査判断料の所定点数を算定でき

る。 

  イ 本検査は、マイクロアレイ法（定性）により、鼻腔咽頭

拭い液中のインフルエンザウイルス、コロナウイルス、パ

ラインフルエンザウイルス、ヒトメタニューモウイルス、

アデノウイルス、ＲＳウイルス、ヒトライノウイルス／エ

ンテロウイルス、マイコプラズマ・ニューモニエ、クラミ

ジア・ニューモニエ及び百日咳菌の核酸検出を同時に行っ

た場合に算定する。 

ウ 本検査は、区分番号「Ａ３００」救命救急入院料、区分

番号「Ａ３０１」 特定集中治療室管理料、区分番号「Ａ３

０１－４」小児特定集中治療室管理料、区分番号「Ａ３０

２」新生児特定集中治療室管理料又は区分番号「Ａ３０３」

総合周産期特定集中治療室管理料の「２」新生児集中治療

室管理料を算定する患者であって、重症呼吸器感染症と診

断した、又は疑われる場合に、病原微生物の検索のために

使用した場合は１回に限り算定できる。なお、検査を実施

した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 

エ 本検査は、感染症に係る診療を専ら担当する常勤の医師

（専ら感染症に係る診療の経験を５年以上有するものに限

る。）が１名以上又は臨床検査を専ら担当する常勤の医師

（専ら臨床検査を担当した経験を５年以上有するものに限

る。）が１名以上配置されている保険医療機関に限り行うこ

と。なお、臨床検査を専ら担当する医師とは、勤務時間の

大部分において検体検査結果の判断の補助を行うととも

に、検体検査全般の管理・運営並びに院内検査に用いる検

査機器及び試薬の管理についても携わる者をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(６)～(26) (略) (５)～(25) (略) 

 


